
東日本大震災に伴う保険診療の特例措置の概要 
（該当する通知等の詳細は、※を参照ください。なお、新規の特例措置の利用は福島県の保険医療機関のみが利用可能です。） 

  特例措置の概要 提出が必要な資料 

１ 仮設の建物による

保険診療等 

保険医療機関、保険薬局の建物が全半壊等したため、これに代替する仮設の建物等において、引き続き

当該保険医療機関、保険薬局として保険診療等を実施できることとする。（平成 23年 3 月 15 日付け事務

連絡）  

・別紙 1 

・全半壊等であるこ

とが分かる資料 

２ 定数超過入院 医療法上の許可病床数を超えて患者を入院させた場合でも、当面、入院基本料及び特定入院料の減額措

置の対象としない。 （平成 23年 3 月 15 日付け事務連絡） 

・別紙 1、2 

（有床診療所は別紙

1、4） 

３ 月平均夜勤時間数 

 

被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等し、入院基本料の施設基準のうち月平均夜勤

時間数（７２時間以下）について、１割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変更の届

出を不要とする。（平成 23 年 3月 15 日付け事務連絡） 

・別紙 1、2、10、11 

（有床診療所は別紙

1、4、10、11） 

・様式 2、3 

４ 月平均夜勤時間数 被災地に職員を派遣したため一時的に職員数が不足し、入院基本料の施設基準のうち月平均夜勤時間数

（７２時間以下）について、１割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変更の届出を不

要とする。（平成 23年 3 月 15 日付け事務連絡） 

・別紙 1、2、10、11 

（有床診療所は別紙

1、4、10、11） 

・様式 3 

５ 月平均夜勤時間数 
＊岩手県、宮城県及び

福島県のみ利用可 

震災の影響により、震災前に比して看護師及び准看護師又は看護補助者（以下「看護要員」という。）

の数が減少した保険医療機関については、月平均夜勤時間数については、２割以内の変動の場合には、

変更の届出を行わなくてもよいものとし、引き続き震災前の入院基本料を算定することができる。（平

成 23 年 9月 6 日付け事務連絡） 

・別紙 1、2､10、11 

（有床診療所は別紙

1、4、10、11） 

・様式 3 

６ 看護配置 被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したため、１日当たり勤務する看護師及び准

看護師又は看護補助者（以下「看護要員」という。）の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護

師及び准看護師の数に対する看護師の比率について、１割以上の一時的な変動があった場合においても、

当面、変更の届出を不要とする。 （平成 23 年 3月 15 日付け事務連絡） 

・別紙 1、2、10、11 

（有床診療所は別紙

1、4、10、11） 

・様式 1、2、3 

７ 看護配置 被災地に職員を派遣したため一時的に職員数が不足したため、１日当たり勤務する看護師及び准看護師

又は看護補助者（以下「看護要員」という。）の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び

准看護師の数に対する看護師の比率について、１割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、

変更の届出を不要とする。（平成 23 年 3月 15 日付け事務連絡） 

・別紙 1、2、10、11 

（有床診療所は別紙

1、4、10、11） 

・様式 3 

８ 看護配置 
＊岩手県、宮城県及び

福島県のみ利用可 

震災の影響により、震災前に比して看護師及び准看護師又は看護補助者（以下「看護要員」という。）

の数が減少した保険医療機関については、１日当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者

の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率について、２割以内の変動の場合には、変

更の届出を行わなくてもよいものとし、引き続き震災前の入院基本料を算定することができる。（平成

23 年 9 月 6 日付け事務連絡） 

・別紙 1、2、10、11 

（有床診療所は別紙

1、4、10、11） 

・様式 3 

（別添２） 



９ 病棟以外への入院 被災地の医療機関において、会議室等の病棟以外の場所に患者を入院させた場合、特例として、その保

険医療機関が届出を行っている入院基本料のうち、当該患者が本来入院するべき病棟の入院基本料を算

定する。（平成 23 年 4月 1 日付け事務連絡） 

・別紙 1、2、5 

（有床診療所は別紙

1、4、5） 

10 他の病棟への入院 被災地の医療機関において、医療法上、本来入院できない病棟に入院させた場合や、診療報酬上、その

病棟の施設基準の要件を満たさない患者を入院させた場合、入院基本料について特例的な算定を可能と

する。 （平成 23 年 4月 1 日付け事務連絡） 

・別紙 1、2、5 

（有床診療所は別紙

1、4、5） 

11 他の病棟への入院 被災地以外の医療機関において、医療法上、本来入院できない病棟に入院させた場合や、診療報酬上、

その病棟の施設基準の要件を満たさない患者を入院させた場合における特例的な入院基本料を算定す

る。（平成 23年 4 月 1日付け事務連絡） 

・別紙 1、2、5 

（有床診療所は別紙

1、4、5） 

12 平均在院日数 被災地の医療機関において、平均在院日数が入院基本料等の施設基準を満たさなくなった場合にも、特

例的に従来の入院基本料等を算定する。 （平成 23 年 4 月 1 日付け事務連絡） 

・別紙 1、2 

（有床診療所は別紙

1、4） 

13 平均在院日数 被災地以外の医療機関において、被災地の医療機関から転院の受け入れを行った場合には、当該患者を

除いて平均在院日数を計算する 。（平成 23 年 4月 1 日付け事務連絡） 

・別紙 1、2 

（有床診療所は別紙

1、4） 

14 平均在院日数 被災地の医療機関において、在院日数が延長した場合にも、震災前より算定していた入院基本料を算定

できる。 （平成 23 年 4月 8 日付け事務連絡） 

・別紙 1、2 

（有床診療所は別紙

1、4） 

15 平均在院日数 
＊岩手県、宮城県及び

福島県のみ利用可 

被災に伴い、退院後の後方病床等の不足により、やむを得ず平均在院日数が超過する場合には、平均在

院日数について、２割以内の変動の場合には、変更の届出を行わなくてもよいものとし、引き続き震災

前の入院基本料等を算定することができる。（平成 23 年 9月 6 日付け事務連絡） 

・別紙 1、2 

（有床診療所は別紙

1、4） 

・様式 3 

16 特定入院料の取扱

い 

被災地及び被災地以外の医療機関において、災害等やむを得ない事情により、特定入院料の届出を行っ

ている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が入院した場合には、当該患者を除いて施設基

準の要件を満たすか否かを判断することができる。 （平成 23 年 4 月 1日付け事務連絡） 

・別紙 1、2、5 

（有床診療所は別紙

1、4、5） 

17 転院受け入れの場

合の入院日 

被災地及び被災地以外の医療機関において、被災地の他の医療機関が災害等の事情により診療の継続が

困難となり、当該他の医療機関から転院の受け入れを行った場合に、特別の関係にあるか否かに関わら

ず、当該保険医療機関に入院した日を入院の日とする。 （平成 23 年 4月 1 日付け事務連絡） 

・別紙 1 

18 一般病棟入院基本

料 

被災地以外の医療機関において、被災地の医療機関から地震の発生日以降に転院を受け入れた場合は、

施設基準における要件について当該患者を除いて計算する。（平成 23年 4 月 8 日付け事務連絡） 

・別紙 1、5 

（有床診療所は別紙

1、4） 

19 看護必要度評価加

算等 

被災地の医療機関において、７対１、１０対１入院基本料の一般病棟看護必要度評価加算及び急性期看

護補助体制加算の重症度・看護必要度について患者数が基準を満たさない場合でも、特例的に従来の入

院基本料等を算定する。 （平成 23 年 4月 8 日付け事務連絡）（平成 23年 4 月 20 日付け事務連絡） 

・別紙 1～3、10、11 

（有床診療所は別紙

1、4、10、11） 

 



20 透析に関する他医

療機関受診 

被災地の医療機関から慢性透析患者を受け入れた場合に被災により透析設備が使用不可能となった場合

に、特例的に、透析を目的とした他医療機関受診の際の入院基本料等の減額を行わない。 （平成 23 年

4 月 8 日付け事務連絡） 

・別紙 1、6 

21 平均入院患者数 
＊岩手県、宮城県及び

福島県のみ利用可 

被災地の医療機関において、震災後に看護師等及び入院患者数が大幅に減少している場合に、震災後の

入院患者数の平均をもって平均入院患者数とすることができる。 （平成 23 年 9 月 6 日付け事務連絡） 

・別紙 1、2、10 

（有床診療所は別紙

1、4、10） 

・様式 1、2 

22 外来機能の閉鎖 
＊岩手県、宮城県及び

福島県のみ利用可 

入院診療や在宅医療を行う保険医療機関において、医師が不足している場合や、周囲に入院診療を行う

保険医療機関が不足している場合等には、外来機能を閉鎖してもよいこととする。 （平成 23 年 9月 6

日付け事務連絡） 

・別紙 1、12 

23 在宅医療・訪問看護

の回数制限 
＊岩手県、宮城県及び

福島県のみ利用可 

在宅患者訪問診療料や在宅患者訪問看護・指導料、訪問看護基本療養費について、入院可能な病床の不

足によりやむをえない場合には、週３回を超えて算定できることとする。（平成 23 年 9 月 6日付け事務

連絡）  

・別紙 1、7 

24 新薬の処方制限 
＊岩手県、宮城県及び

福島県のみ利用可 

患者の周囲にあった保険医療機関が全て機能していない場合等やむを得ない場合には、新薬について１

４日を超えて処方することができる。  （平成 23 年 9 月 6 日付け事務連絡） 

・別紙 1、8 

25 １８０日超え入院 住居の損壊、その他の東日本大震災に起因するやむを得ない事情により保険医療機関からの退院に著し

い困難を伴う患者は、入院期間が１８０日を超えた場合も、入院基本料の減額を行わないこととする。 

（平成 26年厚生労働省告示第 379 号） 

・別紙 1、9 

 

（※）上記（）内は特例措置に係る以下の通知及び告示です。 

① 「平成 23 年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う保険診療関係等の取扱いについて」（平成 23 年 3 月 15 日付） 

② 「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関連する診療報酬の取扱いについて」（平成 23 年 4月 1日付） 

③ 「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関連する診療報酬の取扱いについて（その２）」（平成 23 年 4月 8日付） 

④ 「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関連する診療報酬の取扱いについて（その３）」（平成 23 年 4月 20 日付） 

⑤ 「東日本大震災に関連する診療報酬の取扱いについて」（平成 23 年 9月 6日付） 

⑥ 「東日本大震災に伴う厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養第二条第七号に規定する別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の特例を定める件」（厚

生労働省告示 535 号） 

 

なお、通知・告示の詳細については、以下の厚生労働省 HP をご参照ください。 

【通知（①～⑤）について】 

厚生労働省 HP → 東日本大震災関連情報 厚生労働省からのお知らせ → 厚生労働省から発出した通知（計画停電関係は除く） 日付別 

→ 各種通知をご参照ください http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015ldp.html 

【告示⑥について】 

  厚生労働省 HP → 所管の法令等 → 所管の法令、告示・通達等 →以下の URL を確認ください。 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=2182 


